
気候変動適応法と 
地域における適応策の推進 
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温室効果ガスの増加 

化石燃料使用による 
二酸化炭素の排出など 

気候変動 

気温上昇（地球温暖化） 
降雨パターンの変化 
海面上昇など 

気候変動の影響 

生活、社会、経済 
自然環境への影響 

緩和 
温室効果ガスの 
排出を抑制する 

被害を回避・ 
軽減する 

適応 

気候変動対策：緩和と適応は車の両輪 

 緩和： 気候変動の原因となる温室効果ガスの排出削減対策 
 
 適応： 既に生じている、あるいは、将来予測される 
      気候変動の影響による被害の回避・軽減対策 

地球温暖化対策推進法 気候変動適応法 



  2016 年の世界と日本の年平均気温は、1898年以降で一番高い値になった。 
  世界の年平均気温は、100年あたり0.73℃の割合で上昇している。 
  日本の年平均気温は、100年あたり1.19℃の割合で上昇している。 

 将来（2100年）、さらに現在（20世紀末）より1.1～4.4℃上昇すると予測されている。 

世界と日本の平均気温の変化 

4 出典：気象庁HP 

日本の年平均気温偏差 世界の年平均気温偏差 



図 サンゴの白化（写真提供：環境省） 

農山村の過疎化や狩猟人口の減少等に加え、
積雪の減少も一因と考えられる。 

農林産物や高山植物等の食害が発生 

我が国において既に起こりつつある気候変動の影響 

熱中症・
感染症 

2010年以降、救急車で搬送された熱中症患者
の全国計は4万～5万人で推移。 

短時間強雨の観測回数は増加傾向が明瞭に現れている。 

（写真提供：中静透） 

米・果樹 

・水稲の登熟期（出穂・開花から収穫までの期間）の 
 日平均気温が２７℃を上回ると玄米の全部又は一部 
 が乳白化したり、粒が細くなる「白未熟粒」が多発。 
・特に、登熟期の平均気温が上昇傾向にある九州地方 
 等で深刻化。 

成熟後の高温・多雨により、果皮と果肉が
分離する。（品質・貯蔵性の低下） 

図： みかんの浮皮症  
   （写真提供：農林水産省） 

米が白濁するなど品
質の低下が頻発。 

図 ヒトスジシマカ 
（写真提供：国立感染症研究所  
            昆虫医科学部） 

生態系 

 
サンゴの白化・ニホンジカの生息域拡大 

 

デング熱の媒介生物
であるヒトスジシマカ

の分布北上 

        
 図 水稲の「白未熟粒」(左)と 

「正常粒」(右)の断面 
（写真提供：農林水産省） 
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異常気象・災害 
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7～9月の全国熱中症搬送者数 

（出典：総務省消防庁 熱中症情報 救急搬送状況より 
環境省作成） 

（出典：気候変動監視レポート2016(気象庁)） 
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「気候変動影響評価報告書（中央環境審議会意見具申）」取りまとめ（平成27年3月） 

 「気候変動の影響への適応計画」の閣議決定（平成27年11月27日） 

・各分野（①農林水産業、②水環境・水資源、③自然生態系、④自然災害、⑤健康、⑥産業・ 
 経済活動、⑦国民生活）における適応策の推進 
・気候変動適応情報プラットフォーム（国立環境研究所が運営）の構築（平成28年8月） 
・地域適応コンソーシアム事業の開始（平成29年7月） 
・適応計画のフォローアップ報告書の取りまとめ（平成29年10月） 

「気候変動適応法案」の閣議決定（平成30年2月20日） 

「気候変動適応法」の公布（平成30年6月13日） 

 適応策の法制化に向けた検討 

・国会における議論・・・気候変動の影響への適応計画の早期の法定計画化 
・地方公共団体からの要望・・・地方自治体の適応策に係る計画策定の法定化 
・政府における検討（関係府省庁連絡会議、地方公共団体・中央環境審議会意見聴取） 
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気候変動適応法成立までの経緯 



気候変動適応法（１） [平成三十年法律第五十号] 
平成30年６月13日公布 

 
 
国、地方公共団体、事業者、国民が
気候変動適応の推進のため担うべき
役割を明確化（第三条～第六条） 

 

・区域の状況に応じた気候変動適応に関
する施策の推進 
・区域の事業者等の気候変動適応を促進
するため、情報の提供等 

・事業活動の内容に即した気候変動適応 
・国・地方公共団体の適応に協力 

 
 

１．目的 (第一条) 

気候変動（地球温暖化その他の気候の変動）に起因して生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影
響が生じていること、並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応を推進し、もって現
在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。 

・気候変動適応に対する関心と理解を深める 
・国・地方公共団体の施策に協力 

・気候変動適応に関する施策を総合的に策定・推進 
・各主体の気候変動適応を促進するため、気候変動等に関する
情報の収集・分析・提供を行う体制の確保等 

 
 

２．定義（第二条） 

 気候変動影響：気候変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社
会、経済又は自然環境において生じる影響をいう。 

 気候変動適応：気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経
済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいう。 

国民 

事業者 

国 

地方公共 
団体 

役割に応じた 
適応の推進 

8 

３．各主体の役割 



気候変動適応法（２） [平成三十年法律第五十号] 
平成30年６月13日公布 

 

 

 国、地方公共団体、事業者、国民等の幅広い主体の連携・協力による取組を展開 
 信頼できるきめ細かな情報に基づき、各分野において効果的な適応策を推進 

農
林 

水
産
業 

水
環
境
・ 

 

水
資
源 

自
然 

生
態
系 

自
然
災
害 

健    
康 

産
業
・ 

経
済
活
動 

国
民
生
活 

将来影響の科学的知見に基づき、 
・高温耐性の農作物品種の開発・普及 
・魚類の分布域の変化に対応した漁場の整備 
・堤防・洪水調整施設等の着実なハード整備 
・ハザードマップ作成の促進 
・熱中症予防対策の推進         等 

４．気候変動適応計画及び気候変動影響の評価 

評価手法等の開発（第九条） 
 

気候変動適応計画の策定・変更 

適応策の実施 

計画の進捗状況の把握・評価 

計画の改善 

政府は、農業や防災等の各分野の適応を推進する気候変動適応計画を策定。 

気候変動計画の実施による気候変動適応の進展の状況をより的確に把握し、及び評価する手法を開発。 

環境大臣は、最新の科学的知見を踏まえ、おおむね５年
ごとに、気候変動影響の評価を実施。 
その結果等を勘案して適応計画を改定（第八条）。 

気候変動影響の評価（第十条） 

気候変動適応計画の策定（第七条） 

関連する施策との連携（第十五条） 

気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災、
農林水産業の振興、生物多様性の保全等、関連する
施策との連携を図る（施策への適応の組み込み）。 

気候変動影響
の評価 

おおむね5年ごと 

Plan 

Do 

Check 

Action 
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評価手法等の
開発 



気候変動適応法（３） [平成三十年法律第五十号] 
平成30年６月13日公布 

適応の情報基盤の中核として国立環境研究所を位置付け。 
国立環境研究所は、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う。 
国立環境研究所は、地方公共団体等に対する技術的助言等を行う。 

 「気候変動適応情報プラットフォーム」（国立環境研究所サイト）の主なコンテンツ 

http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/index.html 

コメの収量の 
将来予測 

砂浜消失率の
将来予測 

※品質の良いコメの収量 

 
 
５．適応の情報基盤の整備（第十一条） 

国立環境研究所 国の調査研究機関等 

連携 

地域気候変動適応センター 

地方公共団体 技術的助言等 

国立環境研究所は、
国民一人一人が日常
生活において得る気候
変動影響に関する情報
の有用性に留意する。 
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※ 地域の大学や研究機関 

※ 農業や防災等の研究機関 

情報の共有 

＜対象期間＞ 21世紀末（2081年～2100年） ＜シナリオ＞ 厳しい温暖化対策をとった場合（RCP2.6） 



気候変動適応法（４） [平成三十年法律第五十号] 
平成30年６月13日公布 

６．地域における適応の推進 

地域気候変動適応計画（第十二条） 

  都道府県及び市町村は、政府の気候変動適応計画を勘案し、地域気候変動適応計画を策定するよう努める
（共同で策定可能）。 

地域気候変動適応センター（第十三条） 

  都道府県及び市町村は、地域における気候変動影響や適応に関する情報収集、整理、分析、提供等を行う拠点として、
地域気候変動適応センターを確保するよう努める（共同で確保可能）。 

気候変動適応広域協議会（第十四条） 

国、地方公共団体、地域気候変動適応センター、事業者等が連携して地域における適応策を推進するため、気候変動適応
広域協議会を組織（庶務：地方環境事務所）。 

 
 

地域気候変動 
適応センター 

拠点の確保 

地方公共団体 情報提供、技術的助言 

広域協議会（地域ブロックごと） 

国の地方支分部局 

国立環境研究所 
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事業者等 

協力の要請 

資料・説明等 

国の調査研究機関等 

国は、地方公共団体の気候変動適応に
関する施策の促進を図るため、情報の提供
等の援助を行うよう努める（第十九条）。 



気候変動適応法（５） [平成三十年法律第五十号] 
平成30年６月13日公布 

 国際協力の推進（第十八条） 
・気候変動等に関する情報の国際間における共有体制を整備 
・開発途上地域に対する気候変動適応に関する技術協力等を推進 

 
 

７．適応の国際展開等 

 事業者及び国民の理解促進（第十七条） 
・事業者及び国民の関心と理解を深めるため、広報活動・ 
 啓発活動等を推進 

自社の事業活動において、 
気候変動から受ける影響を低減
させる 

適応をビジネス機会として捉え、
他者の適応を促進する製品や
サービスを展開する 

インドネシアの米の収量予測 フィリピンの洪水の将来予測 

途上国における気候リスク情報 

アジア太平洋地域 
の途上国 

アジア太平洋適応情報プラットフォーム 
（AP-PLAT） 

 事業者の適応／適応ビジネスの促進（第十九条） 
・事業者の気候変動適応（事業者の適応）を促進 
・事業者の気候変動適応に資する事業活動（適応ビジネス） 
 を促進 
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気候変動適応法の施行スケジュール 

平成29年度 平成30年度 2019年度 2020年度以降 

地域支援の取組 

地域協議会 
(６ブロック) 

広域協議会 
(６ブロック⇒状況に応じて検討) 

立
ち
上
げ 

<構成メンバー> 
・国、国の地方行政機関 
・都道府県、政令指定都市 
・研究機関、有識者 
・地域地球温暖化防止活
動推進センター※ 
・その他 

<構成メンバー> 事務局：地方環境事務所 
・国の地方行政機関、国 
・都道府県、政令指定都市、その他市町村（必要な範囲で） 
・地域気候変動適応センター、研究機関、有識者 
・地域地球温暖化防止活動推進センター※ 
・地域における気候変動適応に関係を有する事業者等※ 
・その他 

気候変動適応法 
施行(12月) 

発 

展 

・気候変動適応法
施行通知の発出 
・地域気候変動適
応計画策定マニュ
アルの作成 

・気候変動適応
計画の策定 

・気候変動適応
計画の変更 

・気候変動影響
評価の実施 

・地域気候変動適応計画の策定 
・地域気候変動適応センターの確保 

地方公共団体 

国 国 

気候変動適応法 
公布(６月) 

地域適応コンソーシアム事業 
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 ○ 気候変動影響予測結果 対象期間：21世紀半ば（2031年～2050年）     

○気候モデル：MIROC5 
○格子間隔：10km 
○1981～2000年と同程度の品質のものの収量を1とした場合 

厳しい温室効果ガス 
排出削減対策を 
とった場合 

(RCP 2.6) 

※本サイトで提供するすべての予測結果は特定のシナリオに基づく予測であり、種々の要因により実際とは異なる現象が起こる可能性（不確実性）があります。 

国立環境研究所が提供する気候変動影響に関する情報（例） 

分野：コメ収量（高品質のコメ） 熱中症搬送者数 

○気候モデル：MIROC5 
○格子間隔：都道府県 
○基準期間（1981～2000年）の熱中症搬送者数を“1”とした場合の相対値 

厳しい温室効果ガス 
排出削減対策を 
とった場合 

(RCP 2.6) 



• 近年、夏季の高温により主要米の品質低下が顕在化。 

• 農業研究センターが高温耐性に優れる品種を開発し、
推奨品種に採用することで、順次品種転換を促進。 

 

• 夏場の高温にも強いブラッドオレンジの導入を推進。 

• 栽培面積、生産量とも拡大し、市場で高い評価。 
出典： 農林水産省 

広島県 高温耐性品種 
「恋の予感」 
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少ない 多い

2000年 2050年 2100年

日本海におけるスルメイカの分布予測図（7月）

具体的な気候変動適応策の例（農林水産業分野） 

農業分野 
高温耐性品種への転換 
新しいブランド品の導入 

漁業分野 
分布域予測の高度化 

愛媛県 高温に強いブランド品 
「ブラッドオレンジ」 

出典： 農林水産省 

• 日本海を中心に、ブリ、サワラ、スルメイカ
など、高水温が要因とされる回遊性魚介
類の分布・回遊域の変化や、漁獲量の減
少を確認。 

• 漁場予測の高精度化を図り、環境の変化
に対応した順応的な漁業生産活動を推進。 



• 「熱中症予防情報サイト」
を通して、当日の暑さ指数
と熱中症危険度を公表し、
国民に注意喚起。 

• 「熱中症環境保健マニュア
ル」を策定し、自治体、学
校、国民等に対して、熱中
症被害の軽減策を周知。 

出典： 環境省 

健康分野 
熱中症の注意喚起 
都市緑化の推進 
休息所の確保 暑さ指数(WBGT）の実況・予測 
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具体的な気候変動適応策の例（健康分野） 

出典： 国土交通省 

熱中症対策としての一時休息所の確保（埼玉県） 

熱中症対策として、県内の公共施設や企業の協力のもと、
外出時の一時休息所や熱中症についての情報発信拠点
となる場所を確保し、協力施設一覧として公表。 

出典： 埼玉県 



具体的な気候変動適応策の例（自然災害分野） 
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○居住等を誘導すべき区域等の設定居住等を誘導
すべき区域等

中高 低
災害リスク

災害リスクの低い地域へ居住や都市機能を
誘導

○施設の整備

居住等を誘導すべき区域等において、河川
や下水道等の整備、雨水貯留施設、浸透施
設等の整備を重点的に推進

○災害リスクを考慮した土地利用

※災害リスクの高い地域は居住等を誘導すべき区
域等から除外

災害リスクが特に高い地域について、土砂災
害特別警戒区域の指定等により、安全な土
地利用を促す。

災害リスクを考慮した土地利用、住まい方

③将来 
巻上機の改造 

④将来 
ゲート規模の拡大 

①基礎
部分の
増強 出典： 国土交通省 

• 将来の豪雨の頻発化等を見越して、できるだけ手戻りのない施設の設計に着
手。 

• 設計段階で幅を持った降水量を想定し、基礎部分をあらかじめ増強するなど、
施設の増強が容易な構造形式を採用。 

②門柱の 
高さの確保 

例：愛知県 
  日光川水閘門 

自然災害分野 
将来の水位変化に対応できる設計 
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１． 気候変動の影響 
 
 

２． 気候変動適応法 
 
 

３． 気候変動適応法が推進する適応策 
 
 

４． 地方公共団体にお願いしたいこと 



地方公共団体にお願いしたいこと（１） 
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１．地域気候変動適応計画の策定と適応策の推進（法第12条） 

 気候変動への適応策は、地域住民の生活や、地域の社会・経済・環境を守る取組。
加えて、地域住民の生活の向上や、地域の社会・経済の発展にもつながり得る。 

 将来の気候変動影響や、地域における社会経済的な変化を見越して、防災、農林
水産業の振興、生物多様性の保全等の施策に適応を組み込む。地域気候変動適
応計画は、そのための具体的な戦略にもなり得る。 

 都道府県には、市町村の適応策を支援する役割をお願いしたい。 

（ポイント）計画策定を支援できるよう、環境省がマニュアルの作成・提供等を行います。
また、国立環境研究所が計画策定を技術的にサポートします。環境省から市町村等
にご説明をさせていただく機会があれば、ご連絡ください。 

地域気候変動適応計画が関係する各分野の行政計画（例） 

・総合計画、環境基本計画、地球温暖化対策実行計画 
・生物多様性地域戦略、鳥獣保護管理計画、湖沼水質保全計画 
・農業振興計画、漁業振興計画 
・地域防災計画、河川整備計画 
・都市計画、水道ビジョン、下水道計画、森林整備計画 



地方公共団体にお願いしたいこと（２） 
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３．気候変動適応広域協議会への参画（法第14条） 

 地域における適応策は始まったばかり。地域ブロックレベルで、適応策に関する優
良事例を共有するとともに、気候変動影響に関する科学的知見を整理。 

 県境を越えた地域共通の課題に対応するため、国、地方公共団体、事業者、研究
機関等との連携協力が重要。 

（ポイント）広域協議会の事務局は地方環境事務所が担いますが、主役は参加者の
皆様です。議題等について具体的なご要望があれば、お聞かせください。 

２．地域気候変動適応センターの確保（法第13条） 

 効果的な適応策の推進には、地域における気候変動影響に関するきめ細かい情
報が重要。センターが地方公共団体の適応策を科学的・技術的にバックアップ。 

 地域気候変動適応センター（地域の大学・研究機関等）と国立環境研究所が協力
し、主要産品や観光資源など、重要な地域資源の気候変動影響を予測。 

（ポイント）センターに対しては国立環境研究所が技術的にサポートします。共同研究
等を通じて可能な限り活動の支援も行います。 



まとめ 
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1. 気候変動の影響は既に全国各地で顕在化しており、将来更に深刻化す
るおそれ。気候変動の影響による被害を回避・軽減する適応策が必要。 
 

2. 気候変動適応法により、適応策の法的位置づけが明確化。国は、今後、
気候変動適応計画を策定するとともに、地方公共団体や事業者の適応
策を促進するための支援策を実施。 
 

3. 気候変動適応法のポイントは、多様な関係者の連携と、将来の気候変
動影響に関する情報の提供。全国各地において、科学的な情報に基づ
く効果的な適応策を推進。 
 

4. 地域気候変動適応計画の策定は、将来の気候変動影響を見越して、
地域づくりを考えるきっかけになる。地方公共団体には、庁内関係者と
連携し、地域住民の生活を守り、地域の社会・経済の持続可能な発展
につながる適応策の展開をお願いしたい。 



参考： 環境省広報用動画（１） 
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「気候変動適応情報プラットフォーム」ポータルサイト 

http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/index.html 

HOME > 動画 > 動画アーカイヴ 

気候変動への挑戦（2016年環境省作成広報用動画） 

ご自由にご活用
ください 
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http://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/tv/ 

COOL CHOICE TV 
> テーマで探す：日本各地の地球温暖化による影響と対策 

地球温暖化が日本各地にもたらしている影響や地域独自の温暖化対策について、
各地のテレビ局が取材した動画を多数掲載しています。 

参考： 環境省広報用動画（２） 

ご自由にご活用
ください 


